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令和２年３月１６日 
 

 

 

 

 

 

 報 告 事 項 件 名  頁 

 

（教育指導 部）なし 

（学校運営 部）なし 

（子ども家庭部） 

（１）家庭的保育事業における事業の継承について ・・・・・・・・・ ２ 

 

 

 

 

 

 

（ 教 育 委 員 会 ） 
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待機児童・子ども支援対策調査特別委員会報告資料 

令和２年３月１６日 

件 名  家庭的保育事業における事業の継承について 

所 管 部 課 名 子ども家庭部子ども施設入園課 

内 容 

現在開業中の保育ママ（以下「現保育ママ」という。）の中で、

近年中に定年等により身内や保育補助者（以下「事業継承者」とい

う。）に継がせたいという意向を寄せられていることから、令和２

年度から以下のとおり事業の引継ぎ方法を確立させる。 
 

１ 主な内容 

（１）認可要件である給食提供を必須とし、給食提供未実施の場合

は、事業継承前年度中に給食提供の準備を進める。 

（２）事業継承者は、国が定める資格要件のほか、認定補助者の資

格を有する者とする。 

（３）事業継承の募集（養成研修）は令和２年度から実施し、その

後２年に１回（令和４年度、６年度・・・）とする。 

（４）事業継承者は、事業継承決定後、翌々年度の４月１日までに

開業するものとする。 

（５）現保育ママは事業継承期間として、開業後１年は事業継承者

の保育補助者として勤務するものとする。 
 

２ 希望者 

１６名（うち給食提供実施者１０名） 

開業年度 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年～ 

対象人数 ２名 ２名 ２名 ２名 ８名 

研修受講年度 令和２年 令和４年 令和６年 

 

３ 令和２年度スケジュール（予定） 
 

 
 

年 月 内    容 

令和２年４月 事業継承者募集 

６月 面接 

７～９月 養成研修 

１０月 

筆記試験 

足立区子ども施設指定管理者等選定審査会【事

業継承決定】 

令和３年１月 認可決定 

２月 受託児募集【令和３年度４月入所二次募集】 

４月 開業 
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問 題 点 

今 後 の 方 針 

 

給食提供未実施の場合等、事業継承希望者における課題を把握

し、円滑な事業継承に向け、保育ママに寄り添いサポートしてい

く。 
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